
水  道  利  用  加  入  金 

メーターの口径 金額（税込） 

２０ミリメートル以下 

１３２，０００円 

（ 工事の申込みの日の３年前から当該申込みの日まで引き続

き小田原市に住所を有する個人が、自己の居住の用に供する住

宅または地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅

供給公社その他これらに準ずる法人が一般の住民のために建築

する住宅で、当該住宅の給水目的が家庭用と認められるものに

あっては、 

７７，０００円 ） 

２５ミリメートル １９８，０００円 

４０ミリメートル ９９０，０００円 

５０ミリメートル １，４３０，０００円 

７５ミリメートル ３，６３０，０００円 

１００ミリメートル ６，０５０，０００円 

１５０ミリメートル １２，１００，０００円 

２００ミリメートル １７，６００，０００円 

（注） 

１  給水装置（水道メーター）を新設するとき。 

２  給水装置を増、改造し、水道メーターを変更（メーター口径の増径）するとき。 

ただし、新しい水道メーターの加入金の額と元の水道メーターの額の差額。 

３ 上記の金額には、１０％の消費税及び地方消費税相当額が含まれています。 

 

 


